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令和４年１月２６日 

タ イ ト ル 新型コロナウイルス感染症対策にかかる柳井市長メッセージについて 

日 時 令和４年１月２６日（水） 

主 催 柳井市 

内 容 

 

 ２月１日からの県内全域を対象とした「まん延防止等重点措置」適用が

決定され、県による感染拡大防止集中対策が実施されることに伴い、市長

メッセージを発出します。 

 

※市ホームページにも同内容を掲載します。 

 

 

 

 

備 考 

 

問い合わせ 

【新型コロナウイルス感染症対策】 

柳井市新型コロナウイルス感染症対策本部 

 （柳井市健康増進課 担当：上田） 

電話０８２０－２３－１１９０  

【市長メッセージ】 

 柳井市総務課 秘書担当：三浦 

 電話０８２０－２２－２１１１内線４１２ 

 

 



市民の皆さまへ 

 

感染力が非常に強い変異株により、全国で、また山口県内各地でも、新型コロナウイルスへの

感染者が爆発的に増加しています。本市でも、昨日２５日は、１日あたりで過去最多となる１９人

の感染が確認されるなど、年明け１月１日から本日２６日までの間に、１４０人の感染が発表され

ています。 

このようななか、県内全域に、２月１日火曜日から２０日日曜日までの間、まん延防止等重点措

置が適用され、山口県により「感染拡大防止集中対策」が実施されます。飲食店等に対しては、

県から営業時間の短縮等が要請されますが、事業者の皆さまには、ご理解とご協力をお願いい

たします。 

今後、医療提供体制はもとより、市民生活を支える仕事に従事する、いわゆるエッセンシャル・

ワーカーと呼ばれる方々へも感染がさらに広がると、社会・経済活動が成り立たなくなります。今

以上の感染拡大を防止するため、皆さまには、以下の取組についてご協力をお願いします。 

 

県外との往来自粛 

県外との往来は、通勤、通学、通院、受験、就職活動などの必要な場合を除き、自粛してくださ

い。また、県外から本市を訪問される予定の方へも、上記の場合を除き、極力自粛を呼びかけてく

ださい。 

 

基本的な対策の徹底 

「マスクの着用」、「こまめな手洗いと消毒」、「３密を避けて、人との距離を確保」、「定期的な

換気」などの対策を継続してください。また、外食の際には、「やまぐち安心飲食店」などの感染

防止対策に取り組む飲食店をご利用ください。そのときには、人数は４人以下で短時間とし、食事

の合間の会話時にはマスクを着用するなど、感染防止を心がけてください。 

 

市公共施設の新規利用受付停止期間の延長 

市文化福祉会館、バタフライアリーナ等の市が管理する公共施設において現在実施している、

１月３１日までの使用に関する申込受付停止措置を、２月２０日使用分まで延長します。なお、す

でに予約をされている方は、感染対策を講じた上でご利用ください。 

※学校施設の利用は、２月１日から２０日まで停止します。 



感染への不安がある方（無症状）は無料ＰＣＲ検査 

無症状でも感染への不安がある方は、以下の無料ＰＣＲ検査をご利用ください。 

・ 市保健センター（23-1190）に申し込み、ご自宅に検査キットを送付してもらう。 

・ やない薬局検査所(24-5500)に申し込み、同所で受検する。 

※手続などご不明な点がありましたら、市ホームページ（https://www.city-yanai.jp/site/covid-

19/pcr.html）をご覧いただくか、市保健センターにお問い合わせください。 

 

令和４年１月２６日 

柳井市長 井原 健太郎 

 


